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検査の算定について

患者の病状と主訴に基づいた必要最小限患者 病状と主訴に基 いた必要最小限
の検査をするように心がけて下さい。

治療に関係のない病名はつけないで下さ
い。特定の病名が多いと査定の対象に
なりますのでご注意下さい。

返戻付せん

返戻時にはレセプト本体

および返戻付せんに記載し、

カルテも訂正することが必要です。テも訂 する と 必要 す。

外来管理加算の算定

ア外来管理加算は、処置、リハビリテーション等（診療報酬
点数のあるものに限る。）を行わずに計画的な医学管理を
行った場合に算定できるものである。

イ外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診
と詳細な身体診察（視診、聴診、打診及び触診等）を行い、
それらの結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認を行
いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明すると
ともに、患者の療養上の疑問や不安を解消するため次の取
組を行う。

ウ診察に当たっては、イに規定する項目のうち、患者の状
態等から必要と思われるものを行う。患者から聴取事項や
診察所見の要点を診療録に記載する。

疑い病名での治療

疑い病名での投薬、治療は原則認められ

ません。

急性期の病名は認められる場合があります。

（流行性角結膜炎）

縦覧・突合検査がはじまりました。疑い病
名を長期間続けると査定の対象になりま
す。速やかに診断を確定して下さい。
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眼底３次元画像解析（ＯＣＴ）

眼底カメラとの同時算定はできません。

網膜硝子体疾患、緑内障（疑）、高眼圧症
で算定できます。

網膜周辺の病変では算定はできません。

動脈硬化性網膜症、網膜裂孔、網膜変性症
では原則算定できません。

・Ｄ270-2【新設】 ロービジョン検査判断料 250点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出

合 算定

ロービジョン検査判断料 Ｄ270-2
p288

た場合に1月に1回に限り算定する。

(１) 身体障害福祉法別表に定める障害程度の視覚障害を有するもの（ただし身体障害者手帳の
所持の有無を問わない。）に対して、眼科学的検査（Ｄ282－3を除く。）を行い、その結果を踏まえ、
患者の保有視機能を評価し、それに応じた適切な視覚的補助具（補装具を含む。）の選定と、生活訓
練・職業訓練を行っている施設等との連携を含め、療養上の指導管理を行った場合に限り算定する。
(２) 当該判断料は、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会（眼鏡等適合判定
医師研修会）を修了した医師が、眼科学的検査（Ｄ282－3を除く。）を行い、その結果を
判断した際に、月に１回に限り算定する。

p910
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【身体障害者福祉法 別表】
一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの。
1 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折

異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以
下同じ。) がそれぞれ〇・一以下のもの。
2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの。
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの。
4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの。

※Ｄ282-3：コンタクトレンズ検査料

p910

屈折検査・矯正視力検査の併施

初診：屈折異常を認める場合のみ初診：屈折異常を認める場合 み

算定可能。

再診：屈折病名の眼鏡処方時に算定

可能可能。

屈折病名がない場合はどちらか一方に

なります。

負荷屈折検査

屈折（６９点）＋負荷後屈折検査（６９
点）として算定し１３８点となります。

同時に屈折検査と負荷屈折検査を

算定 複 ご 意算定すると重複となりますのでご注意

ください。
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調節検査

屈折病名及び老視や調節異常時に、調節力の
測定 近方視力測定 近用眼鏡処方等を行測定、近方視力測定、近用眼鏡処方等を行
えば算定可能ですが、ルーチンに行う検査
ではありません。

初診、再診にかかわらず、症例を選んで算定
してください。してください。

傾向的、画一的の場合は査定の対象となりま
すので、ご留意ください。

角膜曲率半径計測

翼状片による角膜乱視を評価した場合

には算定可能である。

立体視

調節緊張症・屈折病名のみでの立体視

の算定は困難です。

初診時に不同視や斜視等両眼視機能の初診時に不同視や斜視等両眼視機能

異常を疑う場合は該当する病名か

注記が必要です。

粘弾性物質

硝子体・緑内障手術時の粘弾性物質の算定
は出来ませんは出来ません。

白内障手術でＩＯＬを挿入した場合は

粘弾性物質の量は最大2本まで算定可能

です。

それ以上は必要な場合は理由を詳記して

ください。

実際に使用した分のみ請求してください。
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術前検査

術前検査での血液像、尿沈査は算定出来

ません。

３ヶ月以内の術前検査２回は算定でき

ません。

白内障手術時

角膜曲率半径

両眼手術時：３回まで／手術月両眼手術時：３回まで／手術月

片眼手術時：２回まで／手術月

翌月から ：１回／月

角膜内皮検査

術前術後で 月１回術前術後で ：月１回

術後１〜３ヶ月：１回／月

術後４〜６ヶ月：1回算定出来ます。

術後検査と投薬

精密眼圧

順調な経過での白内障手術時は

術後１ヶ月で３回程度までです。

術後眼底検査

手術眼につき術後１ヶ月は３回まで。

片眼手術で両眼精密眼底検査は認め片眼手術で両眼精密眼底検査は認め

られません。

術後の抗菌薬の投与は最大３ヶ月までです。

手術

手術眼の左右と手術日を必ず記載して下手術眼の左右と手術日を必ず記載して下
さい。

光凝固術後の抗生剤の点眼処置は認めら
れませんれません
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点眼薬処方

新薬の場合一処方で２週間分まで、

一般的に和歌山県では３本まで。

ヒアレイン・ミニ

シェーグレン症候群又はスティーブンシェーグレン症候群又はスティーブン
ス・ジョンソン症候群（皮膚粘膜症候
群）に伴う角結膜上皮障害に限る。

上記病名以外は査定になります。上記病名以外は査定になります。

ケナコルトの算定

硝子体手術時に硝子体の可視化に使用し硝子体手術時に硝子体の可視化に使用し
た場合、算定出来ません。

マキュエイドを使用して下さい。

可視化以外（例えば球後 テノン下等）可視化以外（例えば球後、テノン下等）
で使用した場合は注記をして下さい。

病名の入力

ワープロ入力は控えて、なるべく病名
コードで入力して下さい。

両眼・左右を付けて下さい。
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眼科学的検査 Ｄ256 3

Ｄ256-3【新設】 自発蛍光撮影法の場合
510点

p253

510点
自
発
蛍
光
撮
影
が
可
能
な
機

21

（2）「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場
合」いずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により
算定する。

機
器
例

ｐ287

終わりに

患者の病状と主訴に基づき、医学的

に必要と思われる最小限の検査の

保険請求をするように心がけて下さい。


